
３　環境部の組織と主な分掌事務

（平成31年４月１日現在）
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・空き家等対策に関すること 

・歩行喫煙防止対策の推進 

・環境保全に係る総合的な計画 

 の立案 

・環境関連のイベント事業 

・公害規制に関すること 

・その他 

・みどり施策に係る計画の立案 

・樹林地、樹木等の保全 

・身近なみどりを広げる区民 

 活動への支援 

・みどりに関する普及啓発活 

 動の実施 

・公共施設の樹木管理の指導 

・清掃事業の実施に関すること 

・廃棄物の収集運搬 

・集積所改善に関すること 

・環境学習および啓発活動 

・高齢者等へのごみの排出支援 

・排出指導 

・その他 

・一般廃棄物処理基本計画等に  

 関すること 

・清掃事業の企画調整 

・一般廃棄物処理業の許可およ 

 び指導 

・リサイクル事業の推進 

・リサイクルセンターの管理 
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４ 環境部の主な取組 

１ 環境に関する事業について 

 ⑴ 空き家等対策の推進 

平成27年度に実施した実態調査の結果をもとに、空き家およびいわゆる

「ごみ屋敷」を対象とした「練馬区空き家等対策計画」を平成 29年２月に

策定するとともに、「練馬区空家等および不良居住建築物等の適正管理に

関する条例」を制定し、平成 29年10月に全面施行しました。問題の改善に

向け、計画や条例に基づき適切な対応・支援・措置等を実施しています。  

 

 ⑵ 歩行喫煙対策の取組 

歩行喫煙やたばこのポイ捨てを防止するため、平成 22年４月１日に「練

馬区歩行喫煙等の防止に関する条例」を施行しました。条例のさらなる周

知や注意喚起のため「マナーアップ指導員」が駅周辺を巡回指導している

ほか、道路に啓発用路面表示シートを貼付しています。  

 

 ⑶ 節電対策について 

東日本大震災以降、区立施設では照明の削減や室温の適正管理などによ

る節電を行っています。電気使用量を令和元年度までに、平成21年度比7％

以上の削減を目標として設定しました。平成30年度で目標を上回る10.8％

の節電を達成しており、引き続き節電対策に努めます。  

 

 ⑷ 環境に配慮した電力調達 

電力調達先の多様化および環境にやさしい電力供給を受けるため、区は

平成24年度に初めて制限付き一般競争入札を行い、新電力（ PPS）から電力

を調達しています。入札に際し、各電力会社から発電時に発生する二酸化

炭素の排出量などを審査し、練馬区の基準を満たす会社のみ応札可能な仕

組みを導入し、温室効果ガス削減に取り組んでいます。平成30年度は161施

設に導入しました。 

 

⑸ 再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置等への支援  

地球温暖化対策の一環として、再生可能エネルギー・省エネルギー設備

を設置した区民および小規模事業者、管理組合に対して設置費用の一部を

補助しています。平成 30年度は、８種類の設備を対象に補助を行いました。  
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